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習志野市男女共同参画基本計画事業評価部会設置要領 

  

（趣旨） 

第１条 習志野市男女共同参画審議会（平成１６年７月１日設置、以下「審議会」

という。）は、習志野市男女共同参画推進条例施行規則（平成１６年７月１日施

行、以下「施行規則」という。）第６条第１項の規定に基づき、習志野市男女共

同参画基本計画（以下「基本計画」という）の進捗状況の評価その他基本計画に

関し必要な事項を調査審議するため、習志野市男女共同参画基本計画事業評価部

会（以下「部会」という。）を設置する。 

 

（組織） 

第２条 部会は、７名以内の委員をもって組織し、施行規則第６条第２項の規定に

基づき、審議会委員のうちから審議会会長が指名する。 

２ 部会の委員の任期は、前項の規定により審議会会長に指名された日から次の委

員が指名される日の前日までとする。ただし再任を妨げない。 

３ 部会には、部会長を置き、部会を組織する委員の互選によりこれを定める。 

４ 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長の指名する委員がその職務を代

理する。 

 

（会議) 

第３条 部会の会議は、部会長が招集し、議長を務める。 

２ 部会の会議は、過半数の委員が出席しなければ開くことができない。 

３ 部会は、その調査審議に必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてそ

の説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

 

（所掌事項） 

第４条 部会は、基本計画に掲げる事業の進捗状況の評価を行い、審議会に報告す

る。 

２ 前項に定めるもののほか審議会会長が必要と認める場合は、部会は、基本計画

に関し審議会会長が指示した事項について調査審議し、審議会に報告する。 

 

（庶務） 

第５条 部会の運営に関する事務は、男女共同参画担当課において処理する。 

 

（委任） 

第６条 この要領に定めるもののほか、部会の運営等に関し必要な事項は、審議会

が定める。 

   

附 則 

   この要領は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 

   この要領は、平成２３年６月１日から施行する。 

附 則 

   この要領は、平成２４年４月１日から施行する。 

  附 則 

   この要領は、平成２８年４月１日から施行する。 
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  附 則 

   この要領は、平成３１年３月１８日から施行する。 

 附 則 

   この要領は、令和６年４月１日から施行する。 


